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法律のカは偉大で、ある。しかし

必然のカは更に偉大である
(ゲーテ)

光 市医師会
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※ 5月23臼(火)例会於医師会館午後

7. 3 0 
0辿絡報告事項 (1)県医代品員会報告 tイ

議事運営委員会の発足 (ロ}昭和 52年

度会務報告ヤサ昭和 53年度事業計画

(.::.)昭和 53年度才入才出予算J

(2)県医師互助会支部長会品 川)昭和 52 
年度事業報告(ロ)昭和 52 if度決算報

告 (ハ)昭和 53年度事業url出J (.::.)昭和

5 3年度才入才出予算(ホ}山悩仰の業

筏報告 (3)医師会通過金について (イ1

予防接種 418x 10.000 = 418万明

細Iζより配分{ロ}老検813xし050= 

853.650円 明細により配分 iハ}乳検

1.237 x 1.700 = 2.102.900円明細に

より 配分

'%-6HI311(火)理事会 草子医附会館 午

後 7. 3 0 

C柑告'.cl!絡事項(1)会員の~1)j 121諸会の

|別Ht((イl第 25回山U県公衆衛生学会、

6 H 1 3日、於徳山市民館 {ロl保険診療

研修会、6月28臼、 ド蛇，til~f!i) いl郡

市医師会長会議、 6匂 I7 U) (3)阪本紛

争jll当即事協議会報特 (4)Un~jll当股員

協;~会開特 (5)熊毛l部医師会よりの申/1¥

について (61毒物・劇物危守的1[.運動の

'k胞について (7)牛応-[1交番の実胞に

ついて (8)l+-l保It'Js長虫:けf，jけ、7月 10 
f.l、於光商工会議所

c t?~..& 'f.項目)休日診政業務ICI!(Jする党';f1e

について (2)休 U診療災計中故制作会要

綱について 13JJ¥::i1i ;予防接冊・よ抱佐傾に

.....，tて (4) 'J';f)í段員の~1日について (5) 
学校以研修会について

・2・6J) 2 7 U (火)例会計収師会舵午後

7 . 3 0 

C 刊行述制_'-HIJi (1;/!P市k自由会ん会ょにつ

いて (2)会員の退会について (3)休日診

依業務の党-，'r-について (4)休 II診療災害

事故4周作会要綱について (5)丸山;予防接

町五施咲傾について 16)学校医研修会iζ

1978 

ついて (7)事務職員の採用について (8) 

保険診政研修会について (9)国保出張受

付について UOl牛島一 日交番の実施につ

いて(11)毒物劇物危害防止運動について

¥121自民聞事会決定事項の通知(13)1才半

児の検診について(14)口手足病の隔離期

間について(15)予防接種料金及び乳児検

診料について

C協議事項 熊毛郡民師会の申出について

※第一次処万袋発行強調週間説明会 6月27 
臼(火)於氏師会午後 7. 3 0 訟村但

当更l'事
・渓医政事故研修会 6月27 B (火)於氏師

会午後 8.0 宮恵担当理事

医療保険制度に係る
法例・例記等(1 ) 

1 9 6 111ご[時民皆保険制度が実現して以来、

国民すべてが、柚原又は地域の各町民政保険

lζ包含されるとととなった。医療は自由診療

から保険r.A.J止を ).体とするものに変わり、民

肢をもうて身をすてる医師、殊lζ開業医師は、

好むと好ま Jるに拘ら ず日常診療にIJいて

保険医でt;I T!'1、経営を維持し生計を立て

る乙とは始んc不可能である。医療保険制度

。〉身分とf(.fj(される保険医周辺の法令、 例記

等について振りかえってみる事も必要であろ

う。法令、例記等の内容iζついては今後にゆ

ずると υて今回は名頃自の例記にとどめてお

く。

医療保険

( 1 1健康保険

a 通則

C健康保陵法 大11.4 22 法 70、29
副0)立k、佐終改正昭52法86

へ健康保険法施行令 大15630勅243、
17 [g) 0)改正、長終改正昭51政 201

0健康保険法施行規則 大157 1内令

36、28回の改正、段終改正、附52/!/.令49
(2) 診療報酬

{法令1
0健康保険法 (抄)大11.4.22法第70
C健康保険法の規定による療養に要する
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費用の額の算定方式 昭33.6.30 厚告

第 111、最終改正、昭日 厚告別

0慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料

及びその価格 昭33.6. 30厚告第 119

号 最終改正昭日摩告お

0身体障害者運動療法等の施設基準

昭 49.1. 25厚告16号

0使用薬剤iの購入価格 昭521111享告2日

[施行通知]

0健康保険法の規定による療養に要する

費用の額の算定方式の制定について

昭 33.1. 16厚発保第 118

C健康保険法の規定による療養に要する

費用の額の算定方式の制定について

昭 33.1. 16保発第41号

C診療報酬改訂に対する指導について

昭 33.8.1 保発第切号

。健康保険法の規定による療養に要する

費用の額の算定方法の一部改正について

昭 36.1.8 保発第45号

C健慮保険法の規定による療養に要する

費用の額の算定方法の一部改正につい

て昭36.11.18 保発第18号

G診療報酬の地埠差撤廃について

昭 38.8.30保発第幻号

0健康保険法の規定による療養に要する

費用の額の算定方法の一部改正等につ

いて 昭 4O. 1 11 保発第 3号

C薬価基準、診療報酬点数表等の改正に

ついて 昭 40.10.25 保発第45号

C診療報酬点数表等の一部改正について

昭 42.11. 17保発第44号

0向上の件 昭 45.1. 21 保発第 2号

O向上の件 昭 47.1.31 保発等 4号

0診嬢報酬点数表の一部改正等について

昭 49.1. 22 保発第 5号

0向上の件 昭 49.9. 26 保発第51号

O診療報酬点数表の一部改正について

昭 51.3.31 保発第11号

0診療報酬点数表の一部改正について

1978 

昭 51.1. 31 保発第43号

0向上の件 昭 53.1. 28保発第 6号

(3) 看護・給食・寝具の基準等

{法令]

C健康保険法の規定による療養に要する

費用の額の算定方法

昭 33.6. 30 厚告第 111号

。看護・給食及び寝具設備の基準

昭 33.6. 30 厚告第 118

最終改正 昭日厚告21

C身体障害運動療法等の施設基準

昭 49.1. 25 厚告16、最終改正

昭臼I'}.告n
{通知1

0基準看護、基準給食及び基準寝具設備

の承認に関する取扱について 昭33.8.

お 保発回忌終改正昭51保発11

。向上の件 昭 33.8. 25 保究第 111

0基準看護における看護婦等の人員婿成

について 昭 33.9.1 保険発 115

0向上の件昭 34.1.16 保険発 5

0基準看護、基準給食及び基準寝具設備

実施上の留意事項について

昭 34.6. 26 保険発 100

必終改正 昭田保険発58
C日本食品標準成分表の改定について

昭 39.5.6 保険発第52

C基準寝具における洗たく等の取級いに

ついて

昭 39.1. 16 保険発81

3基準寝具設備について

昭 40.5.28 保険発56

つ身体障害運動原法等の飽設基準に係る

承認に関する取級いについて

附 491. 25 保発8

{~*冬改正昭日保険発 8

C基準看護の承認に闘する取扱いについ

て昭 49.10. 12 保発回

O基準給食の承認に関する取鈍いについ

て 昭 50.6. 12 保発羽

ーワ ー
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0向上の件 昭 50.6 12 保発部

(4) 薬価基準等

{法例1

0保険医及び保陵薬剤師の使用薬品

昭 52.11. 1 厚告 264

最終改正昭日厚告75

C使用薬剤の購入価格 (薬価基準)

昭 5211. 1 厚告第 263
最終改正昭日厚告74

[通知}

0使用薬剤の購入価格 (薬価基準)の全

面改正に伴う実施上の留意事項につい

て昭 52.11 1 保険発 99

改正昭日保険発 31

(5) 療養担当規則

※{法令〕

O保険医療機関及び保陵医療養担当規制

昭 32.4. 30厚令 1127
最終改正昭司厚令 2

C保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

昭 32.4. 30 1ft令16

改正昭49 厚令48

0性病等の治療方針、治療基準及び治療

方法

昭 324. 30厚告 125

改正昭52 厚告 138

0結絞医療の基準

昭 38.5. 1 厚告 219

※[治療方針等の通知}

C性病健康彦断要領について

昭 42.4 19衛発 272

0性病の治療方針の改正について

昭 38.6.7 保発11

最終改正昭40 保発日

0結紘の治療方針の改正について

昭 386.7 係発12
改正昭41 保発36

0結.鞍の治療について

昭 455. 30 
改正昭52 保発28

-3-

C高血圧の治療方針

昭36.10.27 保発η

改正昭42 保発お

1978 

C社会保険における慢性宵災、 胃十二指

腸潰蕩の治療指針

昭 30.8.3 保発4s

0続神科の治療指針

昭 36.10. 27 保発73
改正昭42 保発お

C抗生物質の使用基準

昭 37.9. 24保発42 . ~:J 
改正昭42 保発お

。孟IJ腎皮質ホルモン、事IJ腎皮質刺戟ホル

モン及び性腺刺載ホルモンの使用基準

昭 37.9.24 保発42
0新たに使用を認められた医薬品の用法

-用量について

昭 45.5.30 保発却

改正昭臼保発18
0新たに使用を認められた医薬品の用法

-用量等についての一部改正について

の留意事項について

昭 53.3.10 保険発 26
※[その他の改正通知}

0高血圧の治療指針、精神科の治療指針

及び歯槽腫濁症の治療指針の改正及び

制定について

昭 36.10. 27 保険発92

改正 昭42 保発お

0抗生物質の使用基準等の改正について

昭 37.9.25 保険発94

改正昭42 保険発 122
0結績の治療指針等の改正について

昭 38.6. 11 保発14
0性病の治療指針、薬価基準、診身長報酬

点数表等の改正に伴う実施よの留意事

項について

昭 40.10.30 保険発 130

改正昭42 保険発 122
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C結紘医療の基準について

昭 5012 11 保険発 112

C結紘の治療指針等の一部改正について

昭 41 12 16 保発36
つ抗生物質の使用基準等の一部改正及び

これに伴う薬価基準の改正について

昭 427. 1 保発26
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N 0 2 昭和 52年度光市の大気中
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生命と健康権iζ係る医療の問題ほど観維な

問題はない。医壌は社会諸科学iζ係わる高度

な理論的な問題である、認識論の問題であり、

倫理、人間観の問題でもある。

如何なる哲学的立場をとるか、又政治的立場

をとるかにも深く係ってくる。保険財政的な

側商だけからは抜本的改正はむづかしい。

上汐のもたらす風の涼しけれ (たけし)

悼行崎 貴み 4 輔""， 6 3 3町 2件医院内

光市医師会
TEL 噌'¥3 010-~随時

休 孝之

会報編集委員会

党市岡 崎町

中村印刷機式会社

後 什 a

・a r. 

会員の異動

入会

香津美知子先生昭 53.6.2付

(山大内科より市立病院内科)

退会

山弁英雄先生昭 53.53)付

(市立病院小児科より国立療養所山

口病院〉

管大三先生昭 53.6.1付

(市立病院内科より山大付属病院)

森本哲雄先生昭 53.6. 1付

(市立病院内科より山大付属病院)

環境A準

印刷崎
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